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人
物
点
描

一

大
庄
屋
を
め
ぐ
っ
て

延
永
長
者
と

胸
の
観
音

勝
山
町
黒
田
の
観
音
山
（
鹿
峰
山
、
鹿
ヶ
峰
と
も
呼
ば

れ
る
。
標
高
二
三
二
㍍
）
中
腹
に
は
、
胸
部
疾
患
に
利

益
が
あ
る
と
さ
れ
る
「
胸
の
観
音
」（
現
天
台
宗
観
音
寺
）
が
所
在
す
る
。

こ
の
観
音
に
ま
つ
わ
る
伝
説
に
は
、
細
か
な
点
で
相
違
す
る
数
種
類
の
も

の
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
基
本
と
な
る
ス
ト
ー
リ
ー
は
ほ
ぼ

同
一
で
あ
る
。
一
例
と
し
て
『
京
都
郡
誌
』（
大
正
七
年
・
京
都
郡
役
所
）

所
収
の
も
の
の
要
旨
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
京
都
郡
池
田
村
（
現
勝
山
町
）
に
は
小
松
池
と
い
う
垂
仁
天
皇
の
御

代
に
築
か
れ
た
溜
池
が
あ
る
。
今
の
小
松
池
は
小
さ
い
が
、
か
つ
て
は

満
々
と
水
を
た
た
え
、
ど
ん
な
旱
魃
で
も
干
上
が
る
こ
と
が
な
い
池
で
、

し
か
も
、
こ
の
池
に
は
大
蛇
が
住
ん
で
い
た
。
昔
、
京
都
郡
延
永
村
（
現

行
橋
市
）
に
延
永
長
者
と
呼
ば
れ
る
大
金
持
ち
が
い
た
。
延
永
長
者
は
広

大
な
耕
地
を
所
有
し
て
い
た
が
、
あ
る
年
未
曾
有
の
旱
魃
に
み
ま
わ
れ
、

自
ら
所
有
す
る
千
町
の
田
が
旱
損
を
受
け
そ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
長
者

は
小
松
池
へ
赴
き
、
大
蛇
に
降
雨
を
願
い
、
も
し
願
い
が
叶
う
な
ら
三
人

い
る
自
分
の
娘
の
う
ち
一
人
を
供
す
る
こ
と
を
申
し
出
た
。
す
る
と
、
す

ぐ
に
大
雨
が
降
り
だ
し
、
稲
の
全
滅
は
免
れ
、
若
干
の
収
穫
を
あ
げ
る
こ

と
が
出
来
た
。
し
か
し
、
そ
の
代
わ
り
に
娘
一
人
を
差
し
出
さ
ね
ば
な
ら

ず
、
長
者
が
思
い
悩
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
事
情
を
知
っ
た
末
娘
が
自
ら
小

松
池
へ
赴
い
た
。
末
娘
は
池
辺
に
組
ま
れ
た
櫓
に
上
り
、
法
華
経
を
読
経

し
、
一
巻
読
み
終
わ
る
ご
と
に
、
水
中
よ
り
首
を
出
し
た
大
蛇
の
角
に
経

典
を
掛
け
た
。
そ
し
て
、
八
巻
全
て
を
角
に
掛
け
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
、

大
蛇
は
大
き
く
震
え
て
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
娘
は

延
永
村
に
帰
ろ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
途
中
、
観
音
山
の
麓
で
胸
痛
に

襲
わ
れ
、
娘
は
そ
の
ま
ま
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
娘
の
霊

魂
を
観
音
山
の
岩
窟
中
に
祀
り
、
胸
の
観
音
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
後
に
、
岩
窟
が
山
の
峰
に
あ
る
の
で
、
峰
の
観
音
と
改
称
さ
れ

た
」観

音
山
は
、
明
治
時
代
以
前
は
等
覚
寺
（
現
苅
田
町
）
の
山
伏
が
峰
入

り
を
し
て
い
た
霊
場
で
、「
峰
の
観
音
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
明
治
に

な
っ
て
胸
部
疾
患
に
利
益
の
あ
る
「
胸
の
観
音
」
と
し
て
信
仰
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
し
、『
京
都
郡
誌
』
所
収
の
伝
承
と
は
、「
峰
の
観
音
」
「
胸

の
観
音
」
の
順
序
が
逆
を
い
う
も
の
も
あ
る
（『
福
岡
県
百
科
事
典
』）。
い

ず
れ
に
し
て
も
、
基
本
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
は
同
じ
で
も
、
細
か
な
部
分
で

相
違
す
る
何
種
類
も
の
伝
説
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
自
体
、
胸
の
観
音

に
対
す
る
人
々
の
信
仰
が
厚
か
っ
た
こ
と
の
証
し
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
胸
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の
観
音
に
ま
つ
わ
る
伝
承
は
、
様
々
な
信
仰
的
要
素
が
織
り
込
ま
れ
て
い

る
が
、
と
く
に
水
神
信
仰
、
竜
神
信
仰
と
の
関
係
が
強
い
の
は
、「
嫁
に

行
く
と
て
黒
田
に
ゃ
行
く
な
、
広
い
黒
田
に
川
が
無
い
」（『
京
都
郡

誌
』）
と
ま
で
里
謡
に
歌
わ
れ
た
、
京
都
平
野
南
西
部
の
水
事
情
を
映
し

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

延
永
長
者
と
は
誰
か

史
実
と
伝
説
を
混
同
す
る
こ
と
は
、
歴
史
を
著

述
す
る
う
え
で
最
も
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
敢
え
て
「
胸
の
観
音
」
伝
説
で
い
う

「
延
永
長
者
」
の
モ
デ
ル
が
い
た
と
仮
定
し
よ
う
。
そ
の
場
合
、
誰
を
想

定
で
き
る
か
考
え
て
み
る
と
、
最
も
「
そ
れ
ら
し
さ
」
を
感
じ
る
の
は
京

都
郡
延
永
村
（
現
行
橋
市
）
の
山
本
氏
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に

以
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
古
賀
武
夫
『
村
上
仏
山
を
巡
る
人
々
』）。

「
長
者
」
は
主
に
「
お
金
持
ち
」
の
意
味
だ
が
、
江
戸
時
代
に
大
庄
屋
の

こ
と
を
地
元
で
「
長
者
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
（「
親
方
様
」

と
も
呼
ぶ
）、
こ
の
こ
と
も
山
本
氏＝

「
延
永
長
者
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
重

な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
山
本
氏
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
大
庄
屋
を
勤
め
る
よ
う

に
な
っ
た
の
か
未
詳
だ
が
、
古
い
と
こ
ろ
で
は
享
保
十
五
年
（
一
七
三

〇
）
の
延
永
村
春
日
神
社
棟
札
に
「
延
永
弥
左
衛
門
」
と
あ
り
（
山
本
氏

は
代
々
「
弥
左
衛
門
」
を
名
乗
る
こ
と
が
多
か
っ
た
）、
こ
の
時
点
で
既
に

延
永
手
永
大
庄
屋
を
勤
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
延
永
村
に
は
江
戸
時

代
初
期
か
ら
の
山
本
氏
一
族
の
墓
石
群
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
氏
は
中
世

土
豪
層
の
系
譜
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
、
江
戸
時
代
の
か
な
り
早
い
時
期
か

ら
代
々
、
庄
屋
・
大
庄
屋
を
勤
め
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

た
だ
、
山
本
氏＝

「
延
永
長
者
」
は
敢
え
て
歴
史
と
伝
説
を
混
同
し
て

考
え
た
場
合
の
推
測
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
あ
ま
り
深
く
追
求
し
て
も
意

味
が
な
い
。
前
掲
の
古
賀
武
夫
『
村
上
仏
山
を
巡
る
人
々
』
で
は
、
天
保

年
間
に
延
永
手
永
大
庄
屋
・
山
本
弥
左
衛
門
が
、
何
ら
か
の
罪
で
処
罰
さ

れ
た
こ
と
に
関
し
て
、
彼
が
延
永
長
者
伝
説
を
口
に
滑
ら
せ
た
た
め
「
自

家
を
長
者
に
擬
す
る
と
は
、
上
を
畏
れ
ぬ
不
埒
な
思
い
上
り
、
只
で
は
済

ま
さ
ぬ
」
と
藩
に
断
罪
さ
れ
た
、
と
推
測
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
ま

で
の
憶
測
は
行
き
過
ぎ
で
あ
ろ
う
。

黒
田
忠
兵
衛

細
川
忠
利
は
、
父
・
忠
興
の
跡
を
受
け
て
藩
主
に
襲
封

し
た
翌
々
年
の
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
に
、
領
内
の

人
数
・
家
数
・
牛
馬
数
の
調
査
（
人
畜
改
）
を
行
っ
た
。
村
単
位
で
調
査

し
た
数
値
を
郡
ご
と
に
一
帳
に
ま
と
め
た
も
の
で
、
現
勝
山
町
域
の
村
々

は
、
元
和
八
年
七
月
五
日
付
の
「
京
都
郡
人
畜
御
改
帳
」（
財
団
法
人
永

青
文
庫
所
蔵
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

現
勝
山
町
域
で
い
え
ば
、
人
畜
改
帳
が
作
成
さ
れ
た
こ
ろ
、
惣
庄
屋
は

岩
熊
村
に
居
を
構
え
、
岩
熊
孫
兵
衛
を
名
乗
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ

か
ら
細
川
氏
が
肥
後
へ
転
封
す
る
ま
で
の
時
期
に
、
新
た
に
黒
田
手
永
が

立
て
ら
れ
、
黒
田
村
が
惣
庄
屋
の
居
住
村
と
な
っ
た
（
以
来
、
黒
田
手
永

は
明
治
初
期
ま
で
存
続
）。

寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
か
ら
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
ま
で
黒
田
手

永
の
惣
庄
屋
を
勤
め
て
い
た
と
い
わ
れ
る
人
物
に
、
黒
田
忠
兵
衛
の
名
が
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伝
え
ら
れ
て
い
る
。
忠
兵
衛
は
、
島
原
の
乱
に
出
陣
し
、
小
荷
駄
方
宰
領

を
つ
と
め
た
。
ま
た
、
黒
田
村
の
字
畑
ケ
田
、
中
ノ
原
、
大
田
尾
の
荒
地

開
墾
の
た
め
、
長
川
村
東
方
に
池
を
築
き
、
つ
い
に
は
数
十
町
の
農
地
を

開
い
た
と
い
わ
れ
る
。
藩
は
そ
の
功
を
賞
し
て
、
長
六
〇
間
・
幅
二
間
の

土
地
を
与
え
た
と
い
う
（『
京
都
郡
誌
』）。
た
だ
、
残
念
な
が
ら
、
今
の

と
こ
ろ
一
次
史
料
で
黒
田
忠
兵
衛
の
足
跡
を
確
認
す
る
こ
と
は
出
来
て
い

な
い
。

久
保
作
右
衛
門

天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）、
久
保
手
永
大
庄
屋
に

就
任
し
た
人
物
に
畑
作
右
衛
門
と
い
う
人
が
い
た

（
在
任
中
は
手
永
苗
字
「
久
保
」
を
名
乗
る
）。
築
城
郡
安
武
村
の
出
身
で

あ
る
こ
と
だ
け
は
分
か
っ
て
い
る
が
、
久
保
手
永
大
庄
屋
に
な
る
以
前
の

経
歴
は
未
詳
で
あ
る
。
大
庄
屋
に
な
る
く
ら
い
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
な
り

の
能
力
と
人
格
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
そ
う
な
も
の
だ
が
、
実
際
は
と
て
も

大
庄
屋
に
な
る
よ
う
な
器
量
の
持
ち
主
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

天
保
十
五
年
（
一
八
四
四
）
四
月
、
何
が
あ
っ
た
の
か
分
か
ら
な
い
の

だ
が
、
作
右
衛
門
は
大
庄
屋
を
免
職
と
な
り
、
取
り
調
べ
の
う
え
、
六
月

に
領
外
追
放
の
罪
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
（「
仏
山
堂
日
記
」）。
よ
ほ
ど
の

こ
と
を
し
で
か
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
の
、
そ
の
後
の
こ
と
は
分
か
ら
な

い
。畑

作
右
衛
門
の
実
兄
に
畑
市
六
と
い
う
人
が
い
た
。
こ
の
人
の
人
生
に

つ
い
て
も
詳
細
は
不
明
だ
が
、
安
政
元
年
〜
同
六
年
（
一
八
五
四
〜
一
八

五
九
）
に
安
武
手
永
大
庄
屋
（
八
田
手
永
大
庄
屋
兼
帯
）
を
勤
め
た
後
、

文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
八
月
十
日
に
死
去
し
た
こ
と
だ
け
は
分
か
っ
て

い
る
。
盟
友
で
企
救
郡
・
京
都
郡
の
大
庄
屋
な
ど
を
勤
め
た
中
村
平
左
衛

門
（
当
時
は
平
右
衛
門
）
は
、
市
六
の
訃
報
に
接
し
た
際
、
そ
の
人
と
な

り
等
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

市
六
事
は
我
等
若
年
よ
り
の
親
友
に
て
、
誠
ニ
兄
弟
の
如
く
付
き
合
い
候
処
、
五
、

六
年
已
来
同
人
事
借
財
の
事
に
付
慎
み
仰
せ
付
け
ら
れ
候
て
、
此
方
へ
参
り
候
事
も

こ
れ
無
く
、
疎
遠
に
打
ち
過
ぎ
候
処
、
当
八
月
十
日
急
病
に
て
相
果
て
候
趣
伝
え
承

り
候
間
、
今
日
一
人
遣
わ
し
候
、
同
人
義
は
至
っ
て
才
子
、
勤
方
の
事
も
功
者
、
節

検
質
素
の
生
質
に
て
、
大
庄
屋
を
も
数
年
来
相
勤
め
、
去
る
寅
歳
六
郡
帳
面
御
調
子

こ
れ
有
り
候
節
も
、
我
等
と
同
様
六
郡
調
子
役
の
吟
味
方
も
仰
せ
付
け
ら
れ
候
も
の

也
、
然
る
弟
に
作
右
衛
門
と
申
す
人
こ
れ
有
り
候
、
此
者
希
代
の
や
ま
し
に
て
、
兄

市
六
に
迷
惑
を
掛
け
、
右
様
慎
み
仰
せ
付
け
ら
れ
候
場
に
至
り
候
趣
也

（『
中
村
平
左
衛
門
日
記
』
第
十
巻
、
文
久
三
年
十
月
五
日
条
）

文
中
に
あ
る
「
寅
歳
六
郡
帳
面
御
調
子
」
と
は
、
嘉
永
七
年
（
一
八
五

四
）
八
月
に
行
わ
れ
た
、
過
去
五
年
間
に
わ
た
る
年
貢
関
係
帳
簿
の
調
査

で
あ
る
。
こ
の
調
査
は
、
村
役
人
層
の
不
正
を
糺
す
た
め
、
家
老
島
村
志

津
摩
の
主
導
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
私
曲
が
露
見
し
て
も
処
分
し
な

い
、
と
の
約
束
で
始
ま
っ
た
調
査
で
あ
っ
た
が
、
京
都
郡
は
大
庄
屋
全
員

が
罷
免
さ
れ
る
な
ど
、
大
規
模
な
粛
清
が
実
施
さ
れ
た
。
畑
市
六
は
、
中

村
平
左
衛
門
と
と
も
に
そ
の
調
査
役
兼
六
郡
吟
味
役
を
勤
め
た
の
で
あ

る
。
中
村
平
左
衛
門
と
畑
市
六
が
「
若
年
よ
り
の
親
友
に
て
、
誠
ニ
兄
弟

の
如
く
付
き
合
」
っ
て
い
た
、
そ
の
接
点
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
分
か
ら
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な
い
。
同
一
階
層
で
形
成
さ
れ
た
社
交
グ
ル
ー
プ
の
仲
間
で
あ
ろ
う
か
。

中
村
平
左
衛
門
が
書
い
て
い
る
こ
と
が
本
当
で
あ
れ
ば
、
畑
市
六
は
「
希

代
の
や
ま
し
」（
山
師＝

詐
欺
師
・
ペ
テ
ン
師
）
で
あ
る
弟
・
作
右
衛
門
に

足
を
引
っ
張
ら
れ
、「
才
子
」
で
、「
功
者
」
で
、「
節
検
質
素
の
生
質
」

も
潰
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
悲
運
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

二

宗

教

者

蓮
井
雲
渓

下
田
村
の
三
会
寺
は
、
菩
提
山
四
十
九
院
の
一
つ
で
、

最
澄
の
開
山
と
伝
え
ら
れ
、
延
暦
年
間
か
ら
天
仁
年
間

の
こ
ろ
（
七
八
二
〜
一
一
一
〇
）
ま
で
は
、
大
伽
藍
を
誇
っ
た
と
言
わ
れ

る
。
戦
国
期
、
大
友
の
兵
火
に
よ
っ
て
菩
提
山
四
十
九
院
の
う
ち
四
十
六

院
は
灰
燼
に
帰
し
、
残
っ
た
の
は
菩
提
村
宝
積
寺
、
当
村
霜
田
寺
、
そ
し

て
三
会
寺
の
み
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
以
後
、
同
寺
は
衰
微
の
一
途
を

た
ど
り
、
住
僧
も
禅
宗
・
真
言
宗
・
真
宗
と
、
そ
の
時
々
に
よ
っ
て
ま
ち

ま
ち
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
に
仲
津
郡
今

井
村
（
現
行
橋
市
）
真
宗
大
谷
派
浄
喜
寺
弟
子
の
恭
海
が
、
本
堂
・
庫
裏

を
再
建
し
て
以
後
は
浄
喜
寺
の
末
寺
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
も
浄

喜
寺
か
ら
住
僧
が
派
遣
さ
れ
た
り
、
無
住
に
な
っ
た
り
を
繰
り
返
し
た

が
、
嘉
永
年
間
（
一
八
四
八
〜
一
八
五
四
）
ご
ろ
に
、
田
川
郡
川
崎
村
（
現

田
川
郡
川
崎
町
）
光
蓮
寺
（
浄
喜
寺
末
）
の
蓮
井
雲
渓
が
住
持
と
な
っ
て

か
ら
は
、
寺
の
経
営
も
安
定
し
た
よ
う
で
あ
る
（
明
治
五
年
「
宝
暦
度
書

上
落
末
寺
・
末
庵
・
小
庵
・
小
堂
帳
」
浄
喜
寺
文
書
他
）。
明
治
十
二
年
（
一

八
七
九
）、
蓮
井
雲
渓
は
下
田
村
霜
田
寺
跡
の
建
物
・
不
動
産
（
霜
田
庵
と

呼
ば
れ
る
小
堂
が
あ
っ
た
）
を
購
入
。
翌
年
に
は
三
会
寺
の
名
称
を
光
円

寺
と
変
更
す
る
許
可
を
得
て
、
当
該
地
に
光
円
寺
が
新
築
さ
れ
た
（『
京

都
郡
誌
』）。
そ
の
後
、
光
円
寺
は
明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
）
に
上
久

保
（
現
勝
山
町
）
に
移
転
し
た
が
、
後
年
無
住
と
な
り
、
平
成
三
年
の
台

風
に
よ
っ
て
建
物
は
全
て
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。

な
お
、
蓮
井
雲
渓
の
学
徳
の
高
さ
は
本
山
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
、
明
治

十
八
年
（
一
八
八
五
）
七
十
五
歳
で
没
す
る
ま
で
に
、
大
谷
派
内
に
お
い

て
極
め
て
高
い
学
階
に
ま
で
昇
進
し
て
い
る
（『
豊
前
人
物
誌
』）。
精
力

的
に
数
多
く
の
説
法
を
こ
な
し
、
そ
の
平
易
な
語
り
口
は
人
気
が
高
か
っ

た
。
ま
た
地
域
住
民
か
ら
の
信
頼
も
厚
か
っ
た
こ
と
が
当
時
の
史
料
か
ら

う
か
が
え
る
（「
仏
山
堂
日
記
」
他
）。

佐

藤

種

明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
三
月
、
中
黒
田
村
権
現
山
の

佐
藤
種
邸
内
に
あ
っ
た
塾
舎
を
仮
校
舎
と
し
て
小
学
校

が
開
設
さ
れ
た
。
後
に
上
黒
田
の
村
上
氏
宅
を
仮
校
舎
に
し
た
が
、
同
九

年
（
一
八
七
六
）
十
二
月
に
再
び
中
黒
田
村
字
勝
山
へ
移
り
、
勝
山
神
社

境
内
の
空
家
な
ど
が
校
舎
に
利
用
さ
れ
た
（『
京
都
郡
誌
』）。
そ
の
中
黒

田
村
勝
山
神
社
は
、
藤
原
広
嗣
に
ま
つ
わ
る
縁
起
を
持
ち
、
江
戸
時
代
に

は
勝
山
権
現
あ
る
い
は
飯
岳
権
現
と
呼
ば
れ
、
里
修
験
の
山
伏
が
管
掌
す

る
社
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
は
、
雨
乞
い
に
霊
験
が
あ
る
と
、
周
辺
の
村
々

か
ら
厚
く
尊
崇
さ
れ
て
い
た
。
江
戸
時
代
末
、
当
社
別
当
の
胎
蔵
院
智
証

は
、
上
稗
田
村
（
現
行
橋
市
）
の
漢
詩
人
・
村
上
仏
山
と
親
交
の
あ
っ
た

第８章 村の生活誌

797


